
 

閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和５年６月２７日（火） １０：０２～１０：１５ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

松 本 剛 明 国務大臣（総務大臣） 

齋 藤   健 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

永 岡 桂 子 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 村 哲 郎 国務大臣（農林水産大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

西 村 明 宏 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

浜 田 靖 一 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

渡 辺 博 道 国務大臣（復興大臣） 

谷   公 一 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

小 倉 將 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

岡 田 直 樹 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件 ５件 

○国会提出案件 ２３件 

○公布（法律） ３件 

○政令 １１件 

○人事 ４件 

○報告 ２件 

○配布 ３件 

いずれも、案件表のとおり、決定等となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。

まず、閣議案件について、木原副長官から御説明申し上げます。 

○木原内閣官房副長官：一般案件等について申し上げます。まず、「日・ボリビア税関

相互支援協定」に署名することについて、御決定をお願いいたします。本件は、迅

速な通関及び密輸の効果的な取締りを行うため、税関当局間において情報交換等の

相互支援を行うことを定めるものであります。

次に、「日米地位協定」第２条に基づく、施設・区域の追加提供等について、御決

定をお願いいたします。今回の案件は、日米共同統合演習を実施するため、北熊本

駐屯地の一部土地を追加提供するもの等、計９件であります。 

次に、恩赦１件について、御決定をお願いいたします。復権を行うものでありま

す。 

次に、「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」につい

て、御決定をお願いいたします。本件は、金融再生法に基づき、令和４年度下期の

破綻金融機関の処理状況等について、国会に報告するものであります。 

次に、日本銀行法に基づく「通貨及び金融の調節に関する報告書」の国会提出に

ついて、御決定をお願いいたします。本件は、日本銀行が作成した令和４年度下期

の経済・金融情勢等に関する報告書を提出するものであります。 

次に、質問主意書に対する答弁書１９件について、お手元の資料のとおり、御決

定をお願いいたします。 

次に、令和４年度第４・四半期における「予算使用の状況」及び「国庫の状況」

を財政法に基づき、国会及び国民に報告することについて、御決定をお願いいたし

ます。 

次に、法律の公布について、御決定をお願いいたします。「休眠預金等活用法の一

部改正法」外２件が、２１日の参議院本会議において、可決成立したものでありま

す。 

次に、政令１１件について、御決定をお願いいたします。まず、「個人情報保護委

員会事務局、金融庁、厚生労働省、経済産業省、環境省及び防衛省の組織令」の各

一部改正令は、所掌事務の的確な遂行等を図るため、審議官の追加、事務の移管等

を行うものであります。 

次に、「金融商品取引法施行令の一部改正令」は、有価証券の売買等に関する金融

商品取引業者の業務の範囲を拡大する等の措置を講ずるものであります。 

次に、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部改正令」

は、国の締結する契約のうち、随意契約に係る所要の見直しを行うものであります。 

次に、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正令」は、老齢

基礎年金の額の改定に伴い、年金生活支援給付金の所得基準額等について、所要の

見直しを行うものであります。 

次に、「不正競争防止法等の一部改正法の一部の施行期日令」は、同改正法の一部

の施行期日を本年７月３日とするものであります。 
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次に、「輸出貿易管理令の一部改正令」は、我が国経済をめぐる最近の国際情勢に

鑑み、大韓民国を仕向地とする貨物に係る輸出の許可の特例措置を講ずるものであ

ります。 

次に、人事案件について、申し上げます。まず、農林水産大臣政務官 田秀穂に、

国際連合食糧農業機関第４３回総会日本政府代表を命ずることについて、御決定を

お願いいたします。 

次に、内閣官房外１３府省の人事といたしまして、お手元に配布しております資

料のとおり、承認することについて、御決定をお願いいたします。その主な内容は、

復興庁事務次官石田優が退官し、その後任に、統括官角田隆を、金融庁長官中島淳

一が退官し、その後任に、総合政策局長栗田照久を、経済産業事務次官多田明弘が

退官し、その後任に、経済産業政策局長飯田祐二を、国土交通事務次官藤井直樹が

退官し、その後任に、国土交通審議官和田信貴を、それぞれ充てるものであります。 

次に、内閣情報官瀧澤裕昭を願いに依り免じ、その後任に警察庁警備局長原和也

を、国際復興開発銀行理事に財務省大臣官房参事官今村英章を、それぞれ任命する

ことについて、御決定をお願いいたします。 

次に、霜田光一外２６４名の叙位、叙勲又は藍綬褒章授与について、御決定をお

願いいたします。なお、元参議院議員青木幹雄を従三位に叙し、旭日大綬章を授け

るもの及び、元日本電信電話株式会社社長児島仁を従三位に叙するものがあります。 

次に、一般職の国家公務員等及び自衛隊員に係る再就職状況について、御報告が

あります。本件は、国家公務員法及び自衛隊法に基づき、管理職職員であった者等

から令和４年度第４・四半期になされた再就職に関する届出を内閣に報告するもの

です。 

次に、配布資料といたしまして、「通商白書」があります。本件につきましては、

後程経済産業大臣から御発言があります。 

次に、件名外案件について、申し上げます。まず、「日・イタリア映画共同製作協

定」に署名することについて、御決定をお願いいたします。本件は、共同製作映画

の認定手続等を定めるものであります。 

次に、「円借款の供与に関する書簡」をバングラデシュとの間で交換することにつ

いて、御決定をお願いいたします。本件は、３００億円を限度とする「財政管理強

化のための開発政策借款」を供与することについて、取り極めるものであります。

なお、以上２件につきましては、相手国政府との署名及び書簡交換までそれぞれ不

公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。 

○松野国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、経済産業大臣。

○西村（康）国務大臣：このたび、「令和５年版通商白書」を取りまとめました。本白

書では、第１に、減速感を強め、分断の危機に直面する世界経済の状況についての

分析を示したうえで、そうした状況を乗り越えるためには、「自由で公正な貿易秩

序」と「経済安全保障」の両立に向けた取組が重要であることをお示ししました。

第２に、地政学的リスクの高まりや、経済安全保障環境が厳しさを増す中で、我が

国企業が重視する投資先が中国からＡＳＥＡＮやインドにシフトしつつあること
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や、国内回帰の機運が高まりつつあること、さらには、我が国が、過去最大の貿易

収支赤字に直面していること等をお示ししました。そうした中にあって、我が国経

済の持続的な成長に向けて、信頼できるサプライチェーンの構築が急務であること、

また、化石燃料への輸入依存低減や、企業のグローバル化推進による稼ぐ力の強化

が重要です。本白書を踏まえ、通商政策を総合的に推進してまいります。 

○松野国務大臣：次に、私から、内閣提出法律案等の成立状況について、申し上げま

す。今年の通常国会におきましては、提出した６０件の法律案のうち、５８件が成

立し、成立率は９６．７パーセントとなりました。前国会において継続審査とされ

た法律案を含めると合計５９件が成立いたしました。条約につきましては、提出し

た１１件すべてについて承認されました。なお、議員提出法律案といたしましては、

１３件が成立しております。

これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。小倉大臣から御発言がございます。 

○小倉国務大臣：６月２４日から２５日まで、Ｇ７栃木県・日光男女共同参画・女性

活躍担当大臣会合を開催しました。Ｇ７男女共同参画担当大臣会合を日本で開催す

るのは今回が初めてとなります。本会合では、コロナ禍が女性・女児に与えた影響

も踏まえ、女性の経済的自立、女性の無償労働の負担軽減、ジェンダーに基づく暴

力の根絶などについて、分野横断的・包括的に議論を行い、Ｇ７として確認した共

通の方向性を「日光声明」として取りまとめました。また、期間中、各国大臣等と

それぞれ会談を行いました。引き続き、男女共同参画社会の実現、女性・女児のエ

ンパワーメントに向けて、国際的に協調を図りながら、取り組んでまいります。

○松野国務大臣：なお、海外出張された文部科学大臣の帰朝報告は、お手元の資料の

とおりです。

ほかに御発言はございますか。 

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和５年 

６月 27日 

◎一般案件

  ○税関に係る事項における相互行政支援及び協力に

関する日本国政府とボリビア多民族国政府との間

の協定の署名について（決定）    （外務省）

〃 ○「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び

安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに

日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」

第２条に基づく施設及び区域の共同使用、追加提

供及び新規提供について（決定）   （防衛省）

☆恩赦について（決定）       （内閣官房）

◎国会提出案件

  ○破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等

に関する報告について（決定 )(金融庁・財務省）

〃 ○日本銀行の「通貨及び金融の調節に関する報告書」

について（決定）          （財務省）

1.参議院議員浜田聡（女子）提出社会保障費と

財政面での政府による総合的な調整に関する

質問に対する答弁書について（決定）

（内閣府本府） 

〃 ○ 1.衆議院議員宮本徹（共産）提出岸田政権の「こ

ども未来戦略方針」に関する質問に対する答 

弁書について（決定）   （こども家庭庁） 

1.衆議院議員早稲田ゆき（立憲）提出マイナポ

イント付与補助事業に関する質問に対する答

弁書について（決定）      （総務省）

1.参議院議員神谷宗幣（無所属）提出公的機関

の職員の国籍に関する再質問に対する答弁書

について（決定）         （同上）

（ 火 ）閣 議 案 件  

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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1.衆議院議員青山大人（立憲）提出地方におけ

る外国人材の活用促進に向けた在留資格の取

得要件の緩和に関する質問に対する答弁書に

ついて（決定）         （法務省）

1.衆議院議員奥野総一郎（立憲）提出司法書士

でない民間事業者が行う登記申請を可能とす

るサービスに関する質問に対する答弁書につ

いて（決定）           （同上）

1.参議院議員石橋通宏（立憲）提出我が国にお

ける難民認定の状況に関する質問に対する答

弁書について（決定）       （同上）

1.参議院議員鈴木宗男（維新）提出中国共産党

と日本共産党、破壊活動防止法に関する質問

に対する答弁書について（決定）  （同上）

1.衆議院議員青山大人（立憲）提出所得税法第

５６条の見直しに関する質問に対する答弁書

について（決定）        （財務省）

1.衆議院議員宮本徹（共産）提出教育分野にお

けるマイナンバーカードの利用に関する質問

に対する答弁書について（決定）

（文部科学省） 

1.衆議院議員吉田はるみ（立憲）提出性教育に

関する政府の認識と計画に関する質問に対す

る答弁書について（決定）     （同上）

1.衆議院議員阿部知子（立憲）提出国立病院機

構徳島病院の機能移転構想に伴う災害時のリ

スク管理に関する質問に対する答弁書につい

て（決定）         （厚生労働省）

1.衆議院議員宮本徹（共産）提出労災保険のメ

リット制に関する質問に対する答弁書につい

て（決定）            （同上）

1.衆議院議員青山大人（立憲）提出介護福祉士

国家試験を受験する外国人に向けた多言語対

応の配慮に関する質問に対する答弁書につい

て（決定）            （同上）
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1.衆議院議員早稲田ゆき（立憲）提出零売が調

剤に該当するかどうかに関する質問に対する

答弁書について（決定）   （厚生労働省）

1.衆議院議員中谷一馬（立憲）提出向精神薬に

係る重複受診・重複投薬の適正化等に関する

質問に対する答弁書について（決定 )(同上）

1.衆議院議員櫻井周（立憲）提出弁理士試験の

出題範囲に関する質問に対する答弁書につい

て（決定）         （経済産業省）

1.参議院議員 元清美（立憲）提出原子力発電

所の劣化状況の点検・評価・審査に関する再

質問に対する答弁書について（決定）

（原子力規制委員会） 

1.参議院議員川田龍平（立憲）提出「第１０回

特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技

術会合」の配付資料に関する質問に対する答

弁書について（決定）       （同上）

☆令和４年度第４・四半期における予算使用の状況

（ただし出納整理期間を含まず 。） を国会及び国

民に報告することについて（決定）  （財務省）

〃 ☆令和４年度第４・四半期における国庫の状況を国

会及び国民に報告することについて（決定）

（同上） 

◎公布（法律）

1.民間公益活動を促進するための休眠預金等に

係る資金の活用に関する法律の一部を改正す

る法律（決定）

  ☆ 1.国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法

律の一部を改正する法律（決定）

1.裁判官弾劾法の一部を改正する法律（決定）

資 料
な し  

資 料
あ り
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◎政 令 

  ○個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正す

る政令（決定）     （個人情報保護委員会）

〃 ○金融庁組織令の一部を改正する政令（決定）

（金融庁） 

〃 ○金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

（決定） （同上） 

〃 ○国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る政令の一部を改正する政令（決定）（財務省）

〃 ○厚生労働省組織令の一部を改正する政令（決定）

（厚生労働省） 

〃 ○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令

の一部を改正する政令（決定）

（厚生労働・財務省） 

〃 ○経済産業省組織令の一部を改正する政令（決定）

（経済産業省） 

〃 ○不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の

施行期日を定める政令（決定）     （同上）

〃 ○輸出貿易管理令の一部を改正する政令（決定）

（同上） 

〃 ○環境省組織令の一部を改正する政令（決定）

（環境省） 

〃 ○防衛省組織令の一部を改正する政令（決定）

（防衛省） 

◎人 事 

○農林水産大臣政務官 田秀穂に国際連合食糧農業

機関第４３回総会日本政府代表を命ずることにつ

いて（決定）

〃 ○各府省幹部職員の任免につき、内閣の承認を得る

ことについて（決定）

〃 ○原 和也外１名を内閣情報官等に任命し、内閣情

報官瀧澤裕昭を願に依り免ずることについて

（決定）  

資 料
あ り

資 料
あ り
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  ○東京大学名誉教授霜田光一外２６４名の叙位、叙

勲又は藍綬褒章（遺族追賞）授与について

（決定）

◎報 告 

  ☆国家公務員法第１０６条の２５第１項等の規定に

基づく報告について        （内閣官房）

〃 ☆自衛隊法第６５条の１１第５項の規定に基づく報

告について             （防衛省）

◎配 布 

☆令和５年版通商白書 （経済産業省） 

☆月例経済報告 （内閣府本府） 

☆消費者物価指数  （総務省） 

〔○署名あり ☆署名なし〕

資 料
あ り

資 料
あ り
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令和５年 

６月 27日 

◎一般案件

○映画共同製作に関する日本国政府とイタリア共和

国政府との間の協定の署名について（決定）

（外務省） 

〃 ○円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシ

ュ人民共和国政府との間の書簡の交換について

（決定）               （同上）

〔○署名あり ☆署名なし〕

（ 火 ）件 名 外 案 件 

資 料
な し
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